
平成 29年６月 

十和田市総務部管財課 

 

工種別等級格付基準点数の改正について（建築一式） 

 

業者数の均衡に配慮し、各等級における業者数の保有を図り競争性を確保するため、建築

一式に係る等級格付基準点数を改正します。 

（1）改正内容 

 ・改正前  Ａ級 ７０１点以上  Ｂ級 ６０１点～７００点  Ｃ級 ６００点以下 

 ・改正後  Ａ級 ７５１点以上  Ｂ級 ６５１点～７５０点  Ｃ級 ６５０点以下 

（2）適用日 

平成30年度の等級格付から適用します。 


